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１．人口減少社会と伝統的工芸品産業の
かかえる問題性

人口の減少が日本の産業・企業に多大な影

響を及ぼすことは言うまでもないが、わが国の

場合、少子化と高齢化という人口構造の変化が、

問題をさらに深刻化させている。それは伝統的

工芸品産業においても同様である。

一般に伝統的工芸品産業とは、伝統的工芸

品産業の振興に関する法律（以下、「伝産法」

という）に従えば、「一定の地域で主として伝

統的な技術または技法等を用いて製造される伝

統的工芸品」（同法第1条）を産出する産業で

ある。なぜ伝統「的」なのか。それは「工芸品

の特徴に関わる原材料や技術・技法の主要な

部分が、100年以上の歴史をもって継承されて

特集：高齢化・人口減少社会と中小企業
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いて、さらにその特徴を維持しながらも、産業

環境や時代の需要に適するような製品作りがな

されている工芸品」1ということである。環境変

化に適応して産業も変わらなければならないこ

とは自明の理である。2実際に、工程の一部に機

械を導入し効率化を図ったり、現代の生活スタ

イルに合わせた斬新なデザインを開発したりす

るなど、多くの伝統的工芸品産業において生き

残りを賭けた新たな試みが現在でも行われて

いる。

ところが、そうした試みにもかかわらず、伝

統的工芸品産業は苦境にあえいでいる。第1図

に「伝産法」が公布された1974年（昭和49年）

以降の生産額と従事者数の推移を示した。生

産額は1984年（昭和59年）に5,237億円と最

高値を記録した後の90年代以降は減少を続け、

2013年（平成25年）では1,051億円と最盛期の

5分の1にまで落ち込んだ。従事者数も、当初

は30万人にも達しようかという勢いであった

が、以後、減少傾向に転じ、2013年では68,723

人と、こちらも最も多かった時期と比べれば4

分の1程度でしかない。

このような長期にわたる低迷には様々な要因

が関係しているが、人口減少、少子化・高齢化

に関しては、2つの側面から影響を与えている。

ひとつは国内市場全体の縮小という需要面であ

り、潜在的な顧客の数が減ることが直接的な要

因として働いている。これに対しては新製品の

開発や新分野への進出等、それぞれの産地、

企業においていろいろな試みが見られる。

いまひとつの問題は人材・後継者不足であり、

手工業的性格を有する伝統的工芸品産業にお

いて深刻な状況を生み出す。伝統というのは、

長い年月のなかで形づくられるもので、一朝一

夕に出来上がるものではない。逆に言えば、伝

統こそが伝統的工芸品産業の強みであり、競争

力の源泉なのである。技術・技法に関しては、

人から人へと伝承されることで伝統が守られる

のであるが、現在、技術を持った職人が高齢と

なり引退すると同時に、その技術・技法が生産

現場から消滅してしまうことが懸念されてい

る。引退前に持てる技術を次代に継承すること

ができれば、大きな問題とはならない。しかし、

技術を受け継ぎ、長く産業の存立に貢献できる

若手の人材が伝統的工芸品産業には少ないの

が現状である。新製品、新分野を目指すにも、

ものづくりが従来通りにできることが前提であ

ることは言うまでもない。

したがって、伝統的工芸品産業が今後も産

業として存続していくためには、若年層を中心

として新たな人材を産業に引き込み、いまある

伝統的な技術・技法を伝えていくための仕組み

をつくることが不可欠と考える。

１	 伝統的工芸品産業振興協会（2007）、［1］頁（下線は筆者による）。
２	これに対して、歌舞伎や能、狂言と同じように、厳格に守り伝えられてきた伝統技術を重んじる工芸品もある。いわゆる人間国宝と称される人々（重要

無形文化財保持者）の手になる工芸品が代表的であるが、それらを伝統的工芸品とは区別し、伝統工芸品と呼ぶ場合もある（外山（2004）、22 ～ 24頁
参照）。
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２．旧来の技能伝承システムの限界―徒
弟制が機能しない理由―

（１）（伝統的）技能について

これまでは「伝産法」等の用語に倣って技術

とか技法という言葉を用いてきたが、以下では

それらを総称して「技能」と呼ぶこととする。

小川（1996）によれば、目標達成のための手

段体系と定義される技術は、知識ベースの技術

とスキル（技能）ベースの技術に分けられる。3

前者はマニュアル等により情報として伝達が可

能な部分、後者は情報として伝達が難しい部分

で、それぞれ「形式知」と「暗黙知」という概

念に対応する。伝統的工芸品産業のものづくり

に重要な役割を果たすのは、小川の言うスキル

ないし技能を基盤とした技術である。もちろん

技能、スキルには、作業スキルと呼ばれるよう

な直接ものづくりに関係するものばかりではな

い。判断や決定にかかわる知的スキルや芸術に

関連する美的スキルも含まれている。それぞれ

が必要とされる度合いや重要度は、どのような

仕事の仕方をしているかによって異なる。工業

生産的にある程度の数をこなしていくような現

場では作業スキルが、作家的に芸術性の高い

製品を1点1点仕上げていくような作り方の場

合は美的スキルが、より求められるであろう。

技能は、知識ベースの技術のように本を読む

などして獲得できる訳ではない。知識によって

補強されながらも、基本的には長時間に及ぶ実

践経験のなかで培われるものであり、コツとか

勘どころとか呼ばれるものである。作業スキル

で言えば、ちょっとした力の入れ具合や手の感

第1図　伝統的工芸品産業の生産額および従事者数の推移
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資料：一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会
出所：経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室（2008）、3頁および日本政策金融公庫総合研究所

（2016a）、6頁より筆者作成。
注：伝統的工芸品産業振興協会による生産額と従事者数のデータは、産地組合からの類推値であるこ

と、調査年度により対象となる工芸品の数が異なること（数年に一度、指定品が増加するため、
毎年一定ではない）に留意する必要がある（日本政策金融公庫総合研究所（2016a）、5頁）。

３	 小川（1996）、32頁および38頁。
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覚などであり、本人にしか分からない、また言

葉で言い表すことのできない、明確にとらえる

ことが難しいものである。設備や道具のように

人と別の存在ではなく、人の身体のなかに内在

し、人と一体化しているのが技能なのである。

伝統的工芸品産業において伝統的に使用さ

れてきた技能が伝統的技能である。伝統的工

芸品産業では、製造工程が細分化され、社会

的分業が行われており、それぞれの工程におい

て必要な技能は異なる。第2図に、後述する事

例のいくつかに関連する伝統的工芸品の製造過

程と必要技能の習得期間を示した。これを見る

と、短くても1年、長いと10年を習得に要する

工程もある。伝統的技能の伝承がいかに困難

であるかが分かる。

（２）徒弟制とは何か

伝統的工芸品産業の技能の伝承とは、別の

言い方をすれば、伝統的技能の継承者でもある

高度技能者としての「職人」を作り出すことで

ある。技能が職人の存在価値の基盤である。だ

からこそ長い時間をかけてまでも技能を習得す

ることに価値がある。

ところで須山（2004）は、技能者を養成する

方法には、①徒弟制、②技能者養成機関にお

ける職業教育、③インフォーマルな技能継承、

という3つの形態があるとしている。4このうち

③は親子といった血縁関係を介するもので、親

子を前提とした特殊な状況の下での技能伝承

である。したがって、一般的には技能伝承の形

態は①と②のタイプに絞ることができる。

そのなかで、伝統的工芸品産業の技能伝承

第2図　技術・技法の習得期間の例

出所：通商産業省生活産業局日用品課伝統的工芸品産業室（1981）、139頁より抜粋。振り仮名は筆者による。

スイヒ

セユウ

カザリカナグ

ハイド

４	 須山（2004）、37頁。
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にこれまで大きな役割を果たしてきたのが、徒

弟制を通した教育、すなわち徒弟教育である。

佐藤他（1962）によれば、徒弟教育には2つ

の意味がある。5ひとつは年季徒弟奉公におけ

る教育形態であり、「年少より数年間の年季を

契約して親方の家に住込み、家族の一員として、

家事労働と親方の仕事を手伝いながら、同時に

その職業技術を習得し、人格的教育もうけると

いう、労働と教育機能との未分離な状態」6で

ある。こうした徒弟教育は明治以降、産業の近

代化の過程で崩壊したと考えられるが、その後

も特に伝統的工芸品産業を含む中小・零細企

業に温存されてきた。ただし、それは雇用関係

に基づくという点で旧来型の徒弟制とは異なる

ものであるが、他方で擬制的な親子関係・身分

関係を内包している。もうひとつは明治以降の

職工養成を指す場合である。これは「旧来の伝

統工業を近代資本主義の生産形態に再編成し

ていこうとするものであって、具体的には、明

治27年以降に設立されていった徒弟学校規程

にもとづく徒弟学校の教育」7である。

佐藤らは、前者を職人養成の「徒弟制教育」、

後者を職工養成の「職工教育」とし、厳密には

後者は徒弟教育とは言えないとした。本稿にお

いても、徒弟教育と呼んでいるのは徒弟制教育

の方であり、後者の徒弟学校教育とは区別して

考えている。

さて、一般的に徒弟制にはいくつかの長所が

ある。それゆえ徒弟制が長く産業のなかに存続

してきたとも言える。佐藤（1973）は、徒弟制

の長所として次の3点を指摘している。8

①親方と弟子との全人格的な接触によってし

か伝えられない技術を伝えることができる。

②働くことが同時に学ぶことであるという意

識がある。徒弟は修業が終わったときには

一人前になるという目標を持ち、本人次第

で積極的に学ぶことができ、親方もやる

気のある弟子には積極的に教える喜びが

ある。

③職業における価値の連続の喜びを生み出

す。親方が追求してきた価値観を次の世

代に譲り渡すこと、それは人間の生きがい

にかかわる問題である。

また加護野（2007）は、少人数の疑似家族

集団で行われていることを技能伝承の日本的特

徴としており、それが効果的である理由を①集

団間競争の効果、②集団での学習による効果、

③生活共同体（生活をともにすること）の効果、

④雑用の効果、の4点に分けて説明をしている。9

このように徒弟制は、通常の雇用関係とは大き

く異なる。職人である親方と弟子との間の濃密

な人間関係を基盤とし、長い時間をかけて、単

に技能のみが継承されるのではなく、価値観や

考え方、仕事に向き合う姿勢など、いわば職人

としてひとり立ちするのに必要な広範な内容が

伝えられるシステムである。

しかしながら一方では、徒弟制に関して以下

のような問題点も指摘されている。10

①若年労働力を搾取する制度であったこと。

②親方（つまり教える側）に教育上の方法論
５	 佐藤他（1962）、3 ～ 4頁。
６	同上書、3頁。
７	同上書、4頁。
８	 佐藤（1973）、119 ～ 120頁。
９	 加護野（2007）、111 ～ 113頁。
10	佐藤（1973）、118 ～ 119頁。
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がないことが多かったこと。

③親方の質が不揃いであること（つく親方に

よって差が大きい）。

④技術の内容を封建的にすること（弟子にと

って親方の技術は絶対である）。

また、戦後の労働基準法は「徒弟の弊害排除」

という項目を設けたが11、それは徒弟制の技能

習得という目的をより強調することによって、

徒弟制を雇用関係の一種と位置づけたものであ

る。徒弟制も時流に合わせて、その姿を変えて

きたのである。

（３）徒弟制の現代的課題

このように徒弟制も環境変化に適応して変貌

を遂げてきたのであるが、近年ではその存続を

根本から揺るがすような状況が起きている。そ

れは、技能伝承における当事者双方に存する人

口減少に由来する問題から生じている。それぞ

れ具体的に見ておこう。

①技能を伝える側（親方側）の問題

技能を伝える主体は職人である。職人が高

齢化し、いずれは技能が消滅する懸念について

は先述したが、現状ではまだ多くの優秀な職人

たちが現役で活躍している。まさにいまが技能

伝承の好機とも言えるのであるが、それが十分

にできていない。その理由はいくつかある。

第1は人口減少を原因のひとつとする需要の

低迷、市場の縮小である。言い換えれば、職

人の仕事が減っていることである。第1図で示

したように、伝統的工芸品産業の生産額は低下

の一途である。当然、職人の数が減少しながら

も、一方で個々の職人の仕事量も減らざるを得

ない。徒弟制のもとでは親方が「やってみせる」

ことが技能伝承の重要な要素になっている。弟

子は親方を見て「技を盗む」という形で技能を

学びとっていく。かつて職人たちが手に余るほ

どの注文をかかえていた頃は、職人の技能を「見

せる」、それを「見る」というなかで、円滑な

技能の伝承が行われていた。そのような機会は

日常の風景のなかで、豊富に提供されていた。

しかし仕事が少なくなれば、それに比例して学

びの機会も減少してしまう。

こうした状況から、近年では多くの伝統的工

芸品産業において、伝統的技能を用いた新たな

分野を開拓しようとする試みが見られる。技能

を使用する機会を生み出すことは、技能伝承に

一定の効果は認められよう。ところが、新製品

と言っても、需要を創造し市場を獲得すること

は容易ではない。多くの場合、既存の競合製品

がある分野に、伝統的工芸品ゆえの高価格で

参入することとなってしまう。結果的には安定

的に受注できるような製品にはならず、技能の

伝承という面でも、効果は限定的にならざるを

得ないのが現状である。

第2は、需要の減退とも関係するが、徒弟を

受け入れる余裕がないことである。雇用関係と

して位置づけられる現代においては、少なから

ず賃金を徒弟にも出さなければならない。本来

の仕事も少なくなっているうえに、家事や雑用

などに従事させることも難しい。すなわち、現

在では徒弟を受け入れることのコストが大き

く、その負担に耐えるだけの余裕が職人側には

11	「労働基準法」第7章技能者の養成　第69条	徒弟の弊害排除
	 ①使用者は、徒弟、見習、養成工その他の名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
	 ②使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。



2017.7 11

ないということである。

第3は、職人自身の高齢化の影響である。こ

れも既に述べたように、技能を習得するには相

当の期間が必要とされる。徒弟を受け入れた以

上は彼（女）を一人前にするまでは、職人とし

て現役でいる必要がある。現在はまだ第一線で

活躍している職人であっても、健康の問題も含

めて、弟子がひとり立ちするまで現役でいられ

るだろうかという不安が、新たに弟子をとるこ

とを躊躇させている。また、それとは別に、い

つでも自由に引退できるとの気楽さを失いたく

ないという気持ちが職人にはあるという。職人

の高齢化が進むにつれて、この傾向はますます

強くなると考えなければならない。

②技能を受け継ぐ側（徒弟側）の問題

つぎに、これから職人を目指す側の問題点を

整理する。ひと言で言えば、職人のなり手が少

ないということであるが、その原因を探ってみ

たい。ここでは主に新規学卒者を中心とする若

者を想定して議論を進めることにする。

第1の要因は少子化である。既述のように若

者の数が絶対的に減少している。若者の職人

への指向が著しく強まらない限りは、職人にな

ろうとする人数の減少は避けることができない。

第2には、高学歴化の影響があげられる。大

学（短大を含む）への進学率が50%を超えるに

いたって、知識ベースの技術を身に付けた人材

が増加する一方で、スキルを基盤とした技術へ

の関心が薄れていると推測される。この進学率

の上昇は様々な要因によるが、そのひとつは少

子化によって進学がしやすくなったことであ

る。高学歴→官公庁や有名企業への就職→安

定した収入という多くの若者が目指す一般的な

キャリアのイメージに対し、職人となった自身

の将来像が描きにくいことも、職人の道に入る

ことを妨げる要因として働いていると考えら

れる。

第3は、徒弟として学ぶ先が見つかりにくい

ことである。職人になりたいという若者も少な

くなったかもしれないが、潜在的に一定数は存

在するであろう。そのような場合に、どうした

らよいのか、具体的にどの職人が弟子として受

け入れてくれるのかといったことが分からな

い。受け入れ可能な職人が減っているうえに、

職人からすれば全く見知らぬ人間は容易に受け

入れがたいという可能性もある。つまり、職人

への道の入口が見つけにくいのである。徒弟制

が、より一般に広く開かれたシステムになって

いなければ、新しい人材の供給を十分に確保す

ることは難しいと言える。

３．スクール方式による技能伝承の可能性

（１）技能伝承の方法としてのスクール方式

現在の徒弟制が極めて厳しい状況に陥って

いることに鑑みれば、須山（2004）によるもう

ひとつの技能伝承の方法であるスクール方式の

可能性を、あらためて検討すべきと考える。重

要なことは、スクール方式は徒弟制に代わるこ

とができるのか、スクール方式で技能の伝承は

可能なのかということである。以下、これにつ

いて考察を加える。

なお、ここで言うスクール方式とは、「教え

る側と学ぶ側の間に、原則として複数対複数の

関係性が存在する、意図的で計画的な教育の

方法」ととらえている。徒弟制の如く労働と教

育が未分離の状態ではなく、擬制的親子関係や
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上下身分関係といった濃密な人間関係にもとづ

いているのでもない。あくまで技能を伝える、

技能を受け継ぐことを目的に教員と生徒が出会

う場が設定され、決められた教育プロセス（時

間とカリキュラム）に従って、技能が伝承され

る。個別教育ではなく集合教育であり、現場で

仕事をしながらのOJTというよりはOff-JTによ

る人材育成のイメージである。

また、スクールと言えば学校であるが、技能

伝承の「場」はいわゆる学校という組織形態に

限定されるものではない。たとえば、多くの組

合で共同事業として実施されている教育訓練事

業や、産地に設置された公的試験研究機関等

の実施する研修や講習なども、スクール方式の

一形態とみなすことができる。本稿では「どこ

で」ではなく「どのように」教えられているか

に着目する。その意味で「学校教育法」等で

定義されている「学校」ではなく「スクール」

という用語を用いている。

（２）スクール方式の特徴

スクール方式教育の技能伝承に対する有効

性を検討する前に、スクール方式と徒弟制とは

何が異なるのかを、もう少し明らかにしておく

必要があるだろう。

徒弟制とスクール方式の相違について、野村

（1989）の先駆的な研究がある。野村は徒弟教

育のなかでの情報伝達は前意識的な感覚＝運

動的適応であり、その本質は「体で知って心に

伝わる」ものとし、これを「テクスト志向型教育」

と呼ぶ。テクスト志向型では決まった教育方法

がなく、さらに「教えない」ということが特徴

とされる。他方、規則の体系を立てる→それを

マスターさせる→目標を達成させるというプロ

セスで行われる教育を「文法志向型教育」と呼

んでいる。12後者が本稿で言うスクール方式教

育に相当する。

両者を項目別に具体的に比較して相違点を

明示したのが第1表である。この表を見るだけ

でも、教育の方法論としてはかなりの違いがあ

ることが分かる。

文法志向型は教える教育であり、教える側の

役割は「教えること」である。したがって教育

への積極的な関与が期待され、その分、教えら

れる者の積極性や才能の重要度は相対的に低

くなる。教えられるのは、まず体系的、抽象的

な知識、次にそれの具体的な状況への応用方

法であり、教育のプロセスもまた体系化されて

いる。教える者と教えられる者との間に1対1

の厳しい人間関係は存在しない。教える者が具

体的に技能を発揮して見せる必要はないので、

教えられる者と絶対的な能力の差を前提としな

い。大まかには、このような特徴を有するのが

スクール方式による教育の特徴である。

徒弟教育とは対照的とも見えるスクール方式

であるが、それが技能伝承においてどのように

働くのか、実際に行われている事例を踏まえて

検証する。

12	野村（1989）、152~154頁。
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４．スクール方式による技能伝承の実践

（１）事例の要約

スクールの実態を探るため5つの事例を取り

上げ、聞き取り調査を実施した。事例はいずれ

も職人としての伝統的技能の習得を目的にして

いること、そのための教育課程（カリキュラム）

を整備していること、教育にそれなりの期間（1

年以上を目安）をかけていること等の特徴を有

している。以下、簡単に各事例の概要を紹介

する。

【事例１】絞りLab（愛知県名古屋市）

（運営主体）愛知県絞工業組合

（入学定員）約12名

（設立年）2009年

（設立の経緯）

絞り職人の減少と高齢化の進行、そして韓国

や中国への進出による安価な製品が氾濫するな

かで、産地の存続に対する危機感が高まり、指

導できる職人がいる間に後継者を育てる目的

で、組合の技術者養成事業として立ち上げられ

たスクールである。絞りを楽しく学ぶのではな

く、あくまで本物の絞り職人の育成を目指して、

厳しく育てることに主眼をおいている。

（技能習得のプロセス・教育課程）

産地の伝統工芸士を講師として、針と糸の使

い方から始め、ハンカチ、浴衣などの製品を製

作しながら、様々な絞りの技法を段階的に習得

する。各段階が10回ずつ（各2時間）の講習

で構成されており、3年間の基礎講座を修了し

た後、さらに2年間の応用講座で技能を高め

ていく。

（特徴）

・講習は月2回のペースで開催され、やる気が

あれば社会人や学生でも、あるいは遠方に

在住していても受講可能である。

・定期的に募集・開講するのではなく、定員人

数が集まった時にスタートする。公式に募集

はしていない。組合のウェブサイト等を見て

組合に問い合わせをしてきた人に対して、事

情を説明して人数が揃うまで待ってもらうこ

テクスト志向型教育 文法志向型教育
教わるものの積極性 何よりも重要 ある程度重要
教わるものの才能 各人のもつ才能に大きく依存する ある程度まではあまり才能に依存しない
教授伝達するもの 具体例（変型） 抽象的な法則、体系（典型）
教授の状況 具体的な状況を必要とする 抽象的な場（学校）
教授の仕方 1対1の個人教授が前提 マスプロ教育が可能
教える者と教わる者との関係 人間的なつながりが前提 必ずしもこの関係は必要ない
教える者が発揮する能力 具体的に実演しうることが前提 必ずしもそうでない
教える者と教わる者との能力差 絶対的な開きを前提 必ずしもそうでない
教育の効率 あまりよくない かなりよい
教授法 体系化されていない 体系化されている
教育観 教えないという教育 教える教育

第1表　テクスト志向型教育と文法志向型教育の比較

（出所）野村（1989）、156頁。
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とになる。かなりの時間を待たされることも

あるが、それでも是非やりたいという強い意

欲を持つ人が集まっている。

（成果）

これまでに11名が全課程を修了したうえ、

さらに研鑽をつみながら産地内で職人として働

いている。組合も修了生に対して組合から仕事

を発注することによって、収入とともに技を磨

く機会を提供し、産地に根付いてくれるよう支

援をしている。

【事例２】京都伝統工芸大学校（京都府南丹市）

（運営主体）学校法人二本松学院

（入学定員）伝統工芸学科　専門課程150名　

高度専門課程50名

（設立年）1995年

（設立の経緯）

1992年の伝産法改正を機に、国（経済産業省）

からの要請を受けて京都府、南丹市、業界が

一体となって第三セクター・一般財団法人京都

伝統工芸産業支援センターを設立した。そのセ

ンターが認定を受けた支援計画に基づき、伝統

工芸技術の後継者育成を目的として、1995年

に京都伝統工芸専門校が開校した。その後、

2005年に学校設置者を現在の二本松学院に変

更、2007年に名称を京都伝統工芸大学校に改

めた。

二本松学院の創立者はもともと建設業界で

長く企業経営に携わってきたが、業界における

優れた人材を育てるために京都建築大学校（設

立当初は京都国際建築技術専門学校）を設立

し運営してきた。その経験と実績を買われて、

京都伝統工芸大学校の運営も任されることにな

った。

（技能習得のプロセス・教育課程）

技能の内容によって11の専攻（陶芸・木彫刻・

仏像彫刻・木工芸・漆工芸・蒔絵・金属工芸・

竹工芸・石彫刻・和紙工芸・京手描友禅）が

設置されている。またそれぞれに工芸コースと

工芸クリエイターコースがあり、個々人の目標

や進路等に従って修業年限や身に付ける技能

の範囲・レベルを柔軟に選択できるようになっ

ている。

工芸コースは2年制から4年制まである。

・2年制（専門課程）：基礎的な工芸技術の習

得には2年間が必要との考えに立ち、初歩か

ら工芸を学ぶコース。

・3年制（専門課程）：2年制卒業後、専攻科（1

年間）へ進学し、より高度な工芸技術や専

門知識を習得するコース。

・4年制（高度専門課程）：3年制よりもさらに

高い技能を目指すとともに、放送大学教養学

部の講義がカリキュラムに組み込まれてお

り、卒業時に大学卒業資格（学士）を取得

することができるコース。

工芸クリエイターコースは4年制のみである

が、工芸技術に加えてデザインを専門的に学ぶ

ところに特徴がある。その名のとおり、クリエ

イターや作家を目指す人向けのコースである。

（特徴）

・京都には様々な伝統的工芸品産業が存立し

ているが、関連業界の支援・協力を得て、「伝

統工芸士」、「現代の名工」、「京の名工」の

称号を有するトップクラスの職人たちをはじ

めとした一流の技能者が講師となり、直接指

導にあたっている。
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・ものづくりは道具づくりからという理念のも

と、自分の使う道具の製作からスタートする。

・多彩な専攻・コースを設けられており、学生

の多様なニーズにこたえることが可能であ

る。相互の交流もあり、より幅広い学びが可

能である。

・同一法人内に京都美術工芸大学がある。同

大学は日本で唯一、工芸学部を有する大学

であり、編入によりさらに高度な、あるいは

広範にわたる技能、知識の獲得が可能である。

・一般入試のほかAO入試、推薦入試、リカレ

ント入試（社会人・大学生等を対象）等、

入試方法が多様であり、各々複数回の受験

機会が設けられている。一部入試では京都

以外の地方会場も設定されている。

・工芸体験キャンパス（いわゆるオープンキャ

ンパス）を20回以上（東京2回を含む）開

催し、情報を積極的に発信し、広く人材を集

めている。

（成果）

就職、進学、独立等、進路は様々である。

就職に関しては、進路指導室が設置され、就職

希望者の就職率は95％（2015年度実績）である。

近畿を中心に全国から求人が来ており、職種は

ものづくりに直接携わるものが多いが、学生自

身の関心やキャリアの志向性に対応している。

関連する資格として工芸士・陶芸士（一般財

団法人京都伝統工芸産業支援センター）があ

るが、2015年度では2級11名、3級82名、4級

41名の合格者を出した。また伝統工芸士（一

般財団法人伝統的工芸品産業振興協会）にも

これまで15名の卒業生が認定されている。伝

統工芸士の取得には12年以上の実務経験が必

要となるが、大学校在学期間をそれに含めるこ

とができる。

【事例３】岐阜県立木工芸術スクール（岐阜県

高山市）

（運営主体）岐阜県（産業技術課）

（入学定員）30名（うち県内優先募集10名）

（設立年）1946年

（設立の経緯）

戦後、職業安定所に併設する職業訓練施設

として設置された高山建具工補導所に始まる。

当初から就業のための職業訓練を行う施設であ

り、現在は「職業能力開発促進法」（第15条の七）

に基づき岐阜県が設置・運営する職業能力開

発校のひとつである。建築や自動車整備等の技

術訓練を実施していた時期もあったが、現在で

は木工科のみとなっている。

（技能習得のプロセス・教育課程）

4月入校の1年間の課程である。秋までに手

加工を中心として木工の基本的な要素・技術・

設計を学び、その後は製品づくりに入る。入校

時には全くの初心者であることを前提として、

道具の使い方や材料の選び方から始め、順次

レベルを上げながら引き出し、引き戸、開き戸

等を製作していき、最後にはオリジナル製品を

仕上げる。

1日のなかで、午前は主に座学による知識の

取得、午後は実習にあてられる。木工技術も年々

進歩しているが、必要な加工は大きく変わるも

のではなく、基本の部分があれば、それを応用

できる。そこでまずは基本に忠実に知識と技能

を蓄積することを重視する。しかしそれだけで

は発展性がないので、基礎を踏まえて自身で考
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え創意工夫が発揮できることを目指している。

（特徴）

・わが国の家具五大産地のひとつである飛騨高

山に立地し、多くの高度技能人材が地域で

活躍している。家具業界で初めて「現代の

名工」に認定された職人もいる。そうした人

材を外部講師として招へいし、木工に対す

る深い理解と高い技能の獲得を図っている。

・平常の授業では、30名の学生に対して国の

基準（3名）を超える4名の職業訓練指導員

が指導にあたっている。

・木工専門の教育機関として最新の機械を導

入し、就職先の多様なニーズに対応できるよ

うにしている。また、大正年間に始まった飛

騨家具の製造工程で当初から用いられてき

た「曲げ木」13の技術を教える職業訓練施設

は、全国でもここだけである。

・地域で木工家具製造に携わる業者によって

構成される「飛騨木工連合会」と連携し、

インターンシップの受け入れ等、企業の現場

との接点を持つようにしている。

・技能検定（家具製作）2級の学科試験の免

除、関連する各種の資格の受験に必要な実

務経験年数の短縮等の優遇措置がある。

（成果）

平成23年度から5年にわたって、就職率は

100％である。無料職業紹介所として直接に企

業からの求人を受け付け、斡旋をしている。な

かにはインターンシップが縁で就職する者もい

れば、自ら工房を構えて職人として最初からひ

とり立ちする者もいる。いずれにしろ岐阜県内

を中心に木工の技能を有する人材の供給に確

かな成果を上げている。

【事例４】佐賀県立有田窯業大学校・県窯業技

術センター（佐賀県西松浦郡有田町）

（運営主体）佐賀県

（入学定員）3コース（ろくろコース・絵付コー

ス・製造技術コース）計20名

（設立年）1985年

（設立の経緯）

磁器発祥の地である有田の伝統技術継承と

次代を担う人材の育成を目的として、当時はわ

が国唯一の窯業専門の学校として有田窯業大

学校が設立された。当初は2年制の専門課程（定

員30名）からスタートしたが、その後、修業

年限1年の一般課程（ろくろ科・絵付科）や、

経営管理やマーケティングをカリキュラムに組

み込んだ4年制専門課程（定員10名）を設置

した。

2016年4月に佐賀大学に統合され、4年制課

程は新設された芸術デザイン学部の芸術表現

コース有田セラミック分野へと移された。その

他の研修事業は県窯業技術センターの窯業人

材育成事業に引き継がれた。

（技能習得のプロセス・教育課程）

有田窯業大学校4年制課程各年次の主な内

容は、おおよそ次のとおりである。

1年次：	焼き物づくりの前段階となる基礎的

な知識・技術の習得

2年次：デザインに関する知識・技術の習得

3年次：選択したコースに即して実践的に学習

13	含水率の高い状態で木を高温状態にすると、木の繊維が柔らかくなり曲げることができるようになる。これが「曲げ木」であり、飛騨の家具づくりは曲
げ木を使った椅子から始まったとされる。硬い木でありながら曲線的な加工が可能となりデザインの幅を広げる技術である。
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4年次：卒業制作

2年制においては、2年次にコース（成形技

法コース・装飾技法コース）に分かれる。2年制、

4年制を問わず、いずれにおいても課程が進む

に従って実習の比重が高まり、座学による学習

から実践のなかでの応用へと内容が変化して

いく。

大学校の2年制課程や一般課程を受け継いだ

県窯業技術センターの一般研修には、ろくろコ

ース・絵付コース・製造技術コースが設けられ

ている。例えばろくろコースでは、基礎（ハマ・

飯碗）→応用1（蓋付飯碗）→応用2（尺皿）

→応用3（大物）という、それぞれ6か月の4

教程がある。各コースとも基本的な簡単なもの

から始め、技能の向上を図りながら全体を通し

てろくろ成形を主とする陶磁器製造のスペシャ

リストが育成できるような構成となっている。

（特徴）

・地域には人間国宝、伝統工芸士、現代の名

工といった職人として最高峰の人材が豊富

である。そうした優れた人材を講師に迎える

ことで、高度で洗練された技能を学ぶことが

できる。

・地域内には窯元や商社など多くの陶磁器関連

企業が立地しており、インターンシップや企

業実習の受け入れも活発で、仕事の現場を

身近に体験できる機会も多い。

・県窯業技術センターは、わが国有数の施設・

設備とスタッフを備えており、様々な教育・

研究のニーズに応えることができる。

（成果）

有田という地域の知名度もあり全国から学生

が集まった。大学校設置以来、これまでに

2,000人を超える修了生を出し、地元のみなら

ず全国の陶磁器産地や関連企業に人材を送り

込んできた。また大学校においては専門士（2

年制）、高度専門士（4年制）の資格を取得す

ることができる。また伝統工芸士の資格に必要

な実務経験年数（12年）に在学期間を算入で

きる。

【事例５】茨城県立笠間陶芸大学校（茨城県笠

間市）

（運営主体）茨城県（工業技術センター）

（入学定員）陶芸学科：10名　研究科：若干名

（設立年）2016年

（設立の経緯）

戦後、生活様式の変化やプラスチック製品の

流入により危機的状況に陥った県内陶磁器産業

の振興のために設置された窯業指導所を源流と

する。その後、県工業技術センターの一部門と

して「笠間焼後継者育成研修」事業を長く行っ

てきた。それは笠間焼の窯元の子どもや工房の

従業者を主な対象として、笠間の土を使った伝

統のろくろ技法を中心とする、無料の研修事業

であった。しかし近年は後継者の数が減少する

一方で、それまで焼物とは関わりのなかった、

いわば「素人」層に陶磁器の技術・技能習得

のニーズの高まりが見られる。そこで2016年、

窯業指導所を笠間陶芸大学校に改め、再スター

トをきった。大学校では、研修を有料化し、よ

り広く人材を求めるとともに、内容も幅を広げ

多様化させた。

（技能習得のプロセス・教育課程）

1年次で作陶の基本的な技術・知識を身に付

け、2年次には表現の方法を学び、最終的に自
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身の作品を創作する。最初の導入課程において

土で何ができるかを知り、そして自分はどのよ

うなものづくりをするのかを考える。つまり初

期の段階で各自が目標を決め、それに向かって

必要な技能等を習得していく。

（特徴）

・個人の陶芸家が多いという産地の特徴を反映

し、デザインなどの表現技法の教育に力を入

れている。

・現在でも第一線で活躍中の陶芸家2名が常勤

の特任教授として在籍しており、日常的に指

導にあたっている。普通では目にすることが

できないような技術や技法に直接触れる機

会があることはメリットであるが、それ以上

に陶芸家として学生のロールモデル的な存

在にもなっていることは注目すべきである。

・県内外に幅広く講師を求め、学生の多様なニ

ーズに応えると同時に、笠間だけにとどまら

ない広い視野を持った人材の育成を目指し

ている。

（成果）

・窯業指導所開設以来、800名を超える修了生

がいる。大学校の前身である県工業技術セ

ンターでの後継者育成研修事業の課程を修

了した後、直接・間接にものづくりに携わる

道（窯元や陶芸家のアシスタントや陶芸教室

のインストラクターとして就職、最初から作

家として独立など）へ進む割合がここ数年は

ほぼ6割前後であり、様々な形で人材供給に

貢献している。それ以外では、より高いレ

ベルを目指して上級のコースへ進むものが

多い。14

（２）事例に見るスクール方式の利点

技能伝承という観点で上記5事例を見るなら

ば、技能を習得した人材を確実に送り出すこと

ができていることから、伝統的技能の伝承に一

定の貢献をしていることは確かである。とすれ

ば、そこにはスクール方式ならではの何らかの

優位性が存在しているのではないか。特に徒弟

制で10年かかるとされてきた職人の養成が、

スクール方式により相対的に短期間で成し遂げ

られるのはなぜだろうか。そこで次に、人材募

集および教育のプロセスの2つの面からインタ

ビューの内容を整理し、スクール方式の優位性

を考察する。考察にあたっては、前出の野村

（1989）による文法志向型教育の特徴も参考に

していきたい。

①人材募集

ⅰ．人数の確保（量的側面）

どのスクールも入学定員を定め、また絞り

Lab以外は定期的に募集をし、最終的には定員

以上の応募があり、書類選考、試験、面接等

を通して、入学者を選抜している。ここでの利

点は、広い範囲で人材を求めることができると

いう点である。特に、インターネットの普及に

よって、どこにどのようなスクールがあり、い

つ募集が行われるかの情報を誰でも目にするこ

とができるようになった。「職人」という生き方

に関心のある若者は全体としては少ないかもし

れないが、その少ない部分に対して情報を提供

することができる。少子化、人口減少が進み、

そもそもの母数が限られているなかで、スクー

14	後継者育成研修では、成形基礎（2年制）、成形実践（1年制）、釉薬基礎（３か月制）、釉薬実践（９か月制）のコースが設けられていた。大学校でも陶
芸学科修了後、研究科に進むルートが設定されている。
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ル方式は人材の数の確保の面で効果的と考

える。

また徒弟制と比べての違いのもうひとつは、

技能習得後の進路にある。徒弟制の場合は親

方と同じ道を歩むことが多い。それには相応の

覚悟も必要だろう。しかしスクール方式の場合

はそうではない。進路は職人ばかりでなく、デ

ザイナーやクリエイター、また教員やインスト

ラクターなど多方面にわたる。進学する者もい

る。インタビュー先のカリキュラムを見ても、

様々な進路が想定されていることが分かる。さ

らに進路の専門部署を設けて情報提供や相談

業務を行い、スクールとしてそれぞれの関心や

目標、身に付けた技能の内容やレベル等に応じ

た適切な進路が見つかるようサポートしてい

る。このように将来の可能性の広がり、そして

それを支援する体制整備は、とりわけ若年層に

は魅力的に感じられるのであろう。

ⅱ．意欲のある人材の顕在化（質的側面）

人材の質についてであるが、スクールに入学

を希望する人たちはものづくりがしたいとか、

技能を身に付けたいといった意欲の強い人ばか

りである。パソコンとか語学といった汎用性の

高い内容ではなく、伝統的技能という、かなり

専門的あるいは特殊な分野である。そこにわざ

わざ入ろうという人は、技能に高い関心を持っ

ており、やる気もあると言うことができる。野

村（1989）では「教わるものの積極性」は徒弟

制ほどには重要ではないとされているが、積極

的に学ぼうとする姿勢があれば成果もあがりや

すいことは明らかである。

絞りLabは募集もしていないところに、わざ

わざ問い合わせるところから始まる。しかも希

望者が定員に達するまで待つことになる。それ

でも絞りを学びたいという人たちが集まってく

る。今回インタビューしたなかでも歴史は短い

が、それでも着実に絞り職人を育てあげている

背景には、本人の意欲や積極性の高さがあると

考えられる。

また佐賀県立有田窯業大学校・県窯業技術

センターは、応募要件として「陶磁器業界への

就業を希望する人」と明示し、面接においても

「陶磁器業界への従事に対する意欲や考え方」

が問われる。また木工芸術スクールや絞りLab

も、習得した技術・技能を生かして当該業界に

就業させることが目的である。笠間陶芸大学校

の学生および修了生には自治体からの手厚い支

援策があり、地域で作家ないし職人として活動

することを後押ししている。このように、方向

性が明確になっていることが、それに合った目

的意識の高い人材の応募を促していると考え

られる。

加えて、有料であることから生まれるメリッ

トもある。運営主体はいろいろであるが、いず

れもボランティアで行っているのではなく、受

講料や研修費用等の「学費」が必要である。

笠間陶芸大学校では、工業技術センター時代は

無料であったところを有料化した。その結果、

以前に増して学生が真剣に取り組むようになっ

たとのことである。もちろん有料化だけがその

原因ではないが、お金を払ってまでも入学しよ

うとすることが、必ず良い成果を出そうという

モチベーションにつながっていることは想像に

難くない。

②教育のプロセス

第1表を見ても分かるように、文法志向型教
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育であるスクール方式は「教える教育」であり、

「体系化された教授法」により、「教育の効率は

かなりよい」。そこは「教えるための場」であり、

学生の側からすれば「学ぶための場」となって

いる。徒弟制では、技能伝承は「仕事」の場

で行われる。そこでは仕事が優先であり、教え

ることは二の次、あるいは「教えない教育」が

基本である。したがって、職人の技を「見て盗

む」のが技能習得の手段となってしまうのであ

り、これが徒弟制下での技能習得の時間の長さ

にもつながっている。

徒弟制と比べてのスクール方式の教育の特

長は、端的に言えば「計画性」であると考える。

つまり、到達すべき目標と時間が設定され、そ

こに至るいくつものステップがカリキュラムと

して編成されている。インタビュー先のすべて

に半年から4年の期間で、レベルを上げながら、

段階的により高い技能を修得するプロセスが明

示されている。例えれば、高い山に登るときに、

その道筋やかかる時間が前もって示されている

ようなものである。これが教育の効率性ととも

に、学生にとっての安心感をもたらす。

ⅰ　目標の設定

技能の獲得に段階があることは異論のないと

ころであろう。優れた職人であっても、最初か

らそれができたわけではない。全くの素人の状

態から、いくつもの段階を経て技能水準を向上

させていく。Dreyfus	&	Dreyfus（1986）は、

技能の習得はビギナー→中級者→上級者→プ

ロ→エキスパートという5段階のレベルを経る

とのモデルを提示しているが15、スクールも全

員が初心者との前提で、より高い技能の段階を

目指すことができるように教育課程が組まれて

いる。

技能の階段を上がっていくときに、重要な役

割を果たすのが目標である。経営学のモチベー

ション論のひとつに目標設定理論がある。それ

は、目標を設定することが働く人々のモチベー

ションを維持・増強させるという考え方である。

この理論を提唱したLocke	&	Latham（1984）

は、目標の設定は①生産性を高める、②仕事の

質を改善する、③周囲からの期待を明確化する、

④退屈感を軽減する、⑤成果に対する満足感

が高まる、⑥同僚や上司に認められる（承認）、

⑦無意識の競争を誘発し、さらに成果を高める、

⑧自信、誇り、さらなる意欲につながる等々の

効用があると指摘した。16これらはスクール方

式の教育にもあてはまる。目標があることで、

学生はモチベーションを持ち続けることができ

る。この点はスクール方式の長所である。

インタビュー先のスクールでは、目標は「課

題」と呼ばれている。教育課程の区切りごとに

課題が設けられ、その課題を達成することで次

の段階へ進むことができる。設定された課題に

よって、自分自身がどこまで来たのか、今ある

いはこれから何をすべきなのかが明らかとな

る。すなわち自身の状態を常に把握できるので、

安心して続けることができる。もちろんそれに

はカリキュラムが適正に構成されていることが

担保されていなければならない。これについて

は、カリキュラムの策定が、徒弟制で言えば親

方にあたる人を含め、その道の専門家たちの手

15	Dreyfus	&	Dreyfus（1986）、pp.19-36（邦訳、43 ～ 65頁）。
16	Locke	&	Latham（1984）、pp.18-19（邦訳、14 ～ 24頁）。
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によってなされていることから、大きな問題は

ないと考えられる。

ⅱ　教育内容と方法

文法志向型は「状況から切り離された」教育

が特徴のひとつである。調査事例では、もちろ

ん座学で学ぶ部分もあるが、むしろ実習が主た

る教育方法となっていて、現実の状況からかけ

離れているわけではない。実習での教育方法と

しては、ある課題に対してまず講師自身が実際

にやりながら要点を説明し、その後、学生たち

にやらせる。そのときに、積極的に手取り足取

り教えるのではなく、うまくいかない場合でも、

まず本人に考えさせることを重視する。現場で

は問題は自分で解決することが求められるから

である。それでもできなければ少し手助けをし

たりアドバイスをしたりする。講師は教える主

体というよりは、学生のやることを見ていると

いう意味でオブザーバーのような存在であるこ

とが多い。さらに、カリキュラムのなかに組み

込まれているかどうかは別にして、インターン

シップ等の形で、地元の企業へ出向いて現場を

体験する機会を持てるように心掛けてもいる。

これは実際のスクールの工夫のひとつである。

また、教育内容の幅という点でスクール方式

に利がある。伝統的工芸品産業は一般に社会

的分業によって成り立っている。分業システム

において職人はある特定工程に専門特化するス

ペシャリストであることも少なくない。またそ

うでなくとも職人によっての得意・不得意はあ

るだろう。したがって、職人から引き継がれる

技能の範囲は限定的になることもあり、その一

方で工程によってはなかなか弟子がとれないと

いう、技能伝承の工程間のアンバランスが生じ

る可能性もある。インタビューしたスクールは

いずれも、道具づくりなども含めてものづくり

に関わる様々な技術・技能、ないし技法を取り

込み、オールラウンドな内容となっている。

こうした教育を支える講師陣も多元的であ

る。徒弟制では教える側は原則1人であるが、

スクール方式は複数の教員がいる。伝統的工芸

品の産地には、高い技能を有する「伝統工芸士」

も多い。さらにそのうえの「人間国宝」の称号

を持つ神様のような職人もいる。通常であれば、

接することさえない優れた職人たちから直接手

ほどきを受け、また話を聞くことができる。イ

ンターンシップ等の受け入れ先になってくれる

ケースも少なくない。「一流は一流によってつ

くられる」という言葉があるように、第一線で

活躍中の職人から学ぶことは、より高い技能を

獲得することでもあるし、ものづくりに向かう

心構えや姿勢など技能以外にも伝わるものは

多い。

職人が講師となることについて、徒弟制と同

様に教える能力の問題が指摘されよう。教える

ことが専門である指導員は別にして、これまで

に「教える」という経験を余り持たない職人が

多いことは確かである。講師となったときにと

まどいを覚えたり、どう教えたらよいか迷った

りということは、インタビューのなかでも多々

聞かれたところである。そのような職人たちが、

なぜ教えることができるのか。先述のごとく、

実習的な内容において講師が主体的に教えなく

ともよいことは、答えのひとつである。ただそ

れ以上に、学生の側の学ぼうとする高い意欲、

そして学生にそうさせるほどの圧倒的な水準の

技能の存在がある。もともとやる気を持って入
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学してきた学生たちが、斯界の最高レベルの技

能に触れることで、ますますその意を強くして

いく。この意味では徒弟制的な色合いが強く、

一般的な文法志向型教育とは異なる点と考える。

付言すれば、職人たちも、技能を残すことの

責任感と、技能を残したいという願いとから、

講師を引き受ける。他方、インタビューを通し

て、職人自身も若者たちと接することが刺激と

なり、新たな創作活動につながったり、自らの

技能に対する誇りや仕事への励みが生まれたり

するとの効果があることも明らかになった。教

えることは業界全体や個々の職人にとっても意

義のあるものとなっている。少なくとも、佐藤

（1973）が指摘した徒弟制の長所である「教え

る喜びや伝える喜び」は、スクールにおいても

体現されている。

ⅲ　教育環境

環境面では、技能を習得するために必要な施

設や設備が整っていることが第1にあげられ

る。個々の企業では備えることが難しいような

高価な、あるいは珍しい設備が入っていたりす

る。それだけ学ぶ範囲が広がり、可能性も大き

くなる。それらは伝統的技能の範囲を超えてい

ることもあるが、伝統的技能が基盤となってい

ることは間違いない。修了生がそれらの設備を

利用することもあり、いわば当該産業のインフ

ラとしての役割も果たしている。

さらにもうひとつ指摘したいのは、スクール

内での人間関係である。今回のインタビュー先、

特に専修学校として運営されているスクールは

若者が多いながらも、年齢はもちろんのこと、

経歴、性別、出身地など、様々な特性をもった

人々が在籍し、学んでいた。徒弟制との絶対的

な違いは、そこに厳しい上下関係がないことで

ある。芸術大学を卒業してから入学した者もお

り、技能的に大きな格差があることは明らかで

あるが、皆が平等に仲間として一緒に学んでい

る。文法志向型教育で言われているほどのマス

プロ教育ではなく、人数も絞り込まれている。

そこにはお互いに教え合い、励まし合い、高め

合うという環境がある。同じフロア、同じ作業

場に異なる学年を入れ、相互の交流・コミュニ

ケーションを促進するという工夫をしているス

クールもある。近年、学生同士が助け合う「ピ

ア・サポート」という手法が大学などでも注目

されているが、それと同じことがスクールとい

う技能伝承の現場で行われているように見える。

学生同士だけではない。教員である職人と学

生との関係性も徒弟制とはかなり異なる。徒弟

制という階層性の頂点に職人が存在するのでは

なく、スクールでは職人もひとりの教員である。

もちろん教員と学生の間には技能の面で絶対的

な差があるし、上下関係はある。しかし、学生

が教員に敬意を払いながらも、両者の間にある

壁は相対的に低い。前述のように、教えるため

に来ていることを職人も十分に理解している。

学生は職人の技を「見て盗む」のではなく、「見

て学び、さらに教えてもらう」ことができる。

こうした人間関係は、厳しい上下関係よりも

最近の若者には受け入れられやすいのでは、と

指摘するスクール関係者もいた。密で水平的な

人間関係が醸成されていることは、現代の技能

伝承にとって効果的であり、教育の効率化をも

たらすと言える。
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（３）スクール方式の限界

調査を通じて、人を集め、技能を伝え、そし

て技能を持った人材を社会へ送り出すという各

局面において、スクール方式が有効に機能して

いることが分かった。技能伝承に対してスクー

ルは徒弟制の代替的な役割を果たしている。

しかしながら、第2図に示されていたように、

習得に数年以上の長い時間を要する伝統的技

能を、1年とか2年のスクールの教育課程で同

じように身に付けられるかという疑問は残る。

知識を教え技能を伝える専門の機関ないし場と

して、そのプロセスをより効率よく進められる

としても、そこで受け継がれる技能の中身は徒

弟制的教育と同じと言えるのだろうか。

林部他（2007）は、体系化・マニュアル化・

カリキュラム化された学校での教育は、教えら

れるべき最低限度の内容しか提供しないので、

学校は高い技能を伝承するシステムとして適し

ていないと述べている。17そして、有田窯業大

学校で講師の経験のある人間国宝・井上萬二

氏の「学校というところは（生徒や学生）皆を

ある程度の水準に育てなければならないという

ことだ」という言葉を紹介している。つまり、

全員の技能を一様に引き上げようと思えば、そ

れほど高いところまで行くことはできないとい

うことである。

実はこの教育内容あるいは水準の問題は、イ

ンタビューをしたすべてのスクールにおいて認

識されていた。スクールではものづくりの初歩

から始めて、決められた期間のなかでひと通り

のことができるようにする。あるスクールには、

修了生のひとりが入学後に最初に製作した作品

と修了作品とを並べて展示していた。それを見

ると、確かに技能レベルが格段に向上したこと

は、誰の目にも明らかである。それらの伝統的

工芸品としての評価は別にして、林部らの指摘

からすれば、その修了作品に使われた技能は、

一定水準に達してはいるが、決して高いレベル

ではないことになる。Dreyfusらのモデルで言

えば、上級者であるかもしれないがプロやエキ

スパートの域には達していない。小川（1996）

によるスキルの分類で考えるならば、スクール

は伝統スキル、作業スキルが主たる領域で、そ

れ以外に大きく踏み出すことは少ない。たとえ

ば美的スキルであるデザイン力は、カリキュラ

ムに取り入れているスクールでも相対的に上級

の位置づけとなっていることは、その表れで

ある。

松本（2003）は技能概念の研究レビューから、

技能には階層構造があること、それは「成果を

生み出す下位の能力」（スキル）と「能力を使

い分けるメタ能力」（インテリジェンス）であり、

「高度な熟達」（コンピタンス）には両者を形成

することが必要であることを指摘した。18スク

ール方式の教育は下位能力に焦点があり、高度

な熟達の実現には至っていないと理解できる。

この点についてのスクールの考え方はおおよ

そ次のようにまとめられる。

スクールとして技能水準の問題に直接的に対

応しているのは、より上級の課程を用意してい

ることであり、さらに高いレベルの技能を習得

できる体制はある。ただし、スクールの学習で

17	林部他（2007）、170 ～ 178頁。
18	松本（2003）、97 ～ 105頁。
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は幅広く平均的な技能を習得することができる

が、その先にどのような仕事に就くか、言い換

えれば身に付けた技能をいかに生かすのかによ

って、つぎに伸ばしていくべき技能の部分が異

なる。スクールはその基盤を形成するだけであ

り、スクールを卒業した後、さらに仕事をしな

がら必要な技能を向上させていくことが大切で

ある。職人は一生修業と言うが、スクールだけ

で終わるのではなく、社会に出てからも常に高

みを目指していかねばならない。スクールは修

了後も支援を惜しまないとしているが、要する

に、どこまでいくのか、あるいはいくべきかは

本人の意思決定に従うのであり、たとえば修了

生全員が伝統工芸士になりたいわけではない。

さらに徒弟制における人間関係を通して伝わ

るものがスクール方式では伝わらないのではな

いかとの疑問もある。先に述べたように、佐藤

（1973）は「全人格的な接触によってしか伝え

られない技術」や「人間の生きがいにかかわる

価値観」が伝わることを徒弟制の長所にあげた。19

徒弟制においては職人である親方1人に対して

弟子が少数であり、そこには家族と同じような

強い関係がある。20その関係を通じて、親方の

ものづくりの根底にある考え方、意識、哲学・

思想、あるいは職人としての生き様までも知る

ことになる。それらは、親方のようにその道で

身を立てるために必要な要素を構成している。

別の観点からすれば、これはその一門に特殊な

要素にもなり、師匠の評価・名声やブランドま

で引き継ぐという側面もある。

既述のように、スクール方式では教員は複数

であり、それぞれが入れ替わりながら専門性を

持って教育にあたる。当然ながら、教員と学生

の間に強い人間関係は醸成しにくい。しかし教

員たちは少なくとも学生よりも高い技能の持ち

主であり、その点で尊敬の対象であると同時に、

著名な職人ともなれば雲の上の憧れの存在であ

る。この点は文法志向型ではなくテクスト志向

型教育に近いのであるが、こうしたことから教

員が学生のロールモデルとなっている側面があ

る。そこで教員も、技能だけではなく、自分が

なぜここまでやってくることができたのか、職

人としてひとり立ちするために何が大切かなど

も、折を見て伝えるようにしているとのことで

ある。教員と学生が接する時間は徒弟制よりも

確かに短いが、授業の時間帯以外にも教員が

学生の作業場へ顔を出すとか、教員の控室をオ

ープンにして学生が来やすくするといった工夫

は各スクールでなされている。インターンシッ

プや企業実習などの導入もこれに関連する。

他方で、社会に出て仕事をする前に、あまり

に特定の考え方などにこだわりを持ってしまう

と、就職した先によってはそれがマイナスに働

くこともあるかもしれない。このあたりが、進

路の可能性に幅を持たせているスクールの本来

的な限界と言うことはできるが、技能伝承に限

れば大きな問題にはならないのではないだろ

うか。

５．結び

高齢化社会においては高度な技能を持つ多

数の職人が現役で活躍している。逆に高齢化

19	大木（2017）は「伝統技術の継承とは上辺だけの技術ではなく哲学そのものを受け継いでいくこと」と述べている（107頁）。
20	須山（2004）によれば「徒弟制には技能者養成システムという本質に加えて、社会組織としての性格もある」（38頁）。	また林部他（2007）はこうした

師弟関係を、現代的な「先生－生徒」ではなく、「信頼と愛情の紐帯」と表現している（169 ～ 170頁）。
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が進み、職人が引退してしまえば、彼らの優れ

た技能が消滅してしまうことになる。技能伝承

はいまを置いてはなしえない。近代的工場では、

そうした技能を現場に残し保持する仕組みがあ

る程度できている一方、徒弟制教育が立ち行か

ない現状での伝統的技能の伝承は、多くの問題

点を抱えている。それに対して本稿は、スクー

ル方式による技能伝承という方法論に焦点を合

わせ、その有効性を検討した。

スクール方式には限界はあるものの、典型的

な文法志向型教育というよりはいくつかの点で

テクスト志向型の性格を有するものであり、実

際に多くの技能人材の供給につながっている。

したがって現時点では徒弟制教育の代替策とし

てスクール方式を積極的に採用していくのが適

切と考えている。

ただし、その場合に考慮すべき点がある。ま

ず伝統的工芸品産業、あるいはそこで必要とさ

れる技能の多様性に対して、完全には対処でき

ないということである。一般財団法人伝統的工

芸品産業振興協会（2007）は、「その他の工芸品」

と「工芸用具・材料」を含めて、伝統的工芸品

産業を17の業種に分類している。同一業種内

であっても、使用される技能が異なることがあ

るし、地域も分散している。それらすべてにス

クールを設けることは不可能である。スクール

を作ることができない業種、工程、地域は、相

変わらず後継者がいないままの状態に置かれ、

いずれは該当の技能が消失することになる。社

会的分業システムの一部が欠けただけでも、伝

統的工芸品産業は本来の姿から遠ざかってしま

う。スクールによる技能伝承を図るにあたって

は業種間、地域間の連携も視野に入れるべきで

ある。

地域との関係も忘れてはならない。伝統的工

芸品産業は地域と密接な関係をもって発展して

きた、その地域を代表する産業であり、産地ブ

ランド化していることも少なくない。それゆえ、

伝統的工芸品産業が地域経済活性化の中軸を

なすことも多い。そのなかで、スクールの存在

は若者のIターンの促進など地域外からの人材

の呼び込みに貢献し、高齢化率の高い地方の

活性化につながっている。スクールの修了後も

そのまま地元に残って活動を続けるケースも

多々あるが、それは産業と地域が結びついてい

るからこそである。伝統的工芸品産業を核に企

業、行政、NPO21、地域住民など、様々な主体

が一体となって地域を支えるといった構図はし

ばしば見られるところであるが、そこにスクー

ルも1プレーヤーとして参加することで、地域

に根付いた産業の担い手を育てることができる

と考える。

本誌6月号の濱田・金子論文にても提示され

た、コミュニティのDL理論に社会資源論を加

味した枠組み（DLR理論）22に従って、まずは

伝統的工芸品産業および地域の活性化目標（D）

が共有されているとしよう。それに向けて、ス

クールは地域外から人を呼び込んだり、地域内

の資源、例えば職人や天然資源を結合したりす

ることで、資源の集約を行う（R）。そこで技能

21	NPOについて本稿で取り上げることはできなかったが、伝統的工芸品の普及・振興をミッションとするNPOは数多い。また本稿のテーマであるスクール
のなかにはNPOの手で運営されているものもある（たとえば「博多織デベロップメントカレッジ」の運営主体は博多織工業組合が中心となって立ち上げ
た特定非営利活動法人・博多織技能開発養成学校である）。

	 なお、NPOは本誌8月号掲載の加藤論文「女性リーダーが鼓舞する地域のチャレンジャー精神」で論じられる予定である。
22	詳細は金子（2016）を参照されたい。



2017.726

伝承を行い、新たな技能者を作り上げる（技能

の水準＝Lを上げる）とともに、スクールを通

してネットワーク化された資源が目標の実現に

より効率的に機能することにもなり、地域の活

力レベルが向上する。このような意味で、スク

ールは単なる技能伝承の場ではなく、地域、と

りわけ地方にとって中核的な存在として位置づ

けられるべきである。23

最後に、伝統的工芸品産業は第1図にあった

ように長く低迷しているが、産業としての可能

性は大きい。アニメや音楽と並んでクールジャ

パンの一翼を担う存在であり、海外へ進出し人

気を博している伝統的工芸品の例はマスコミ等

でも頻繁に取り上げられている。また、ポータ

ー賞や日本イノベーター大賞を受賞した「中川

政七商店」の中川淳氏や、「和える」の矢島里

佳氏のように、若くして伝統的工芸品に携わり、

新しい感性で商品を作り、ブランド化し、市場

を広げようとしている経営者たちの活動もスポ

ットライトを浴びている。24こうした一連の動き

は、伝統的工芸品産業の沈滞したムードを吹き

飛ばすのに十分な力を持っている。しかし、そ

れにはモノづくりがこれまでと同じようにでき

ることが必須条件であり、そしてその基盤にあ

る伝統的技能を伝え残していくことが前提であ

ることは言うまでもない。スクール方式による

技能伝承は、その方法論のひとつとして、今後

ますます重要な役割を担っていくものと考える。

23	現在、学校が地域活性化・地方創生の重要な要素として注目されている。少子高齢化・人口減少に対応した地方創生を目的とした「まち・ひと・しごと
創生法」に基づき作成された総合戦略（2016年改訂版）でも地方大学等の振興がうたわれ、創生法に関連して文部科学省は教育・文化・スポーツを核
とした地方創生策のひとつに学校を核とした地方創生を掲げている。

24	中川（2017）や矢島（2014）、ならびにそれぞれの企業ウェブサイトを参照されたい。本稿の草稿を執筆中の2017年2月7日にテレビ番組「ガイアの夜
明け」（テレビ東京系）が「消えゆく伝統工芸の逆襲」とのタイトルで放送された。京都の職人をフランスのデザイナーやバイヤーと結びつけ、共同で
商品開発をして海外へ売り込むという、京都の和傘店・日吉屋の5代目である西堀耕太郎氏の活動を紹介する内容であった。これからの伝統的工芸品産
業を考えるうえで、多くの示唆に富んでおり興味深い。
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